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１．問題の所在

政権交代前の議論なので今現在どうなっている

のかについては詳細に承知しておりませんが、２

〜３年前に、現在の司法競売制度に加えて非司法

競売制度（民間競売制度）を導入すべきではない

かという議論がありました。

これは、不良債権の迅速な回収の要請から生じ

ていた議論であると思いますが、例えば個人の住

宅所有者が破綻した場合のこと等を考えてもわか

るとおり、国民の財産権に関わる問題なので、少

し大上段にはなりますが、憲法29条に定められた

財産権の保障との関係において、競売のあり方に

ついても基本的な議論の整理をしてみたいと思い

ます。

２．非司法競売制度について

まず、議論をわかりやすくするために、導入の

是非が問題となった非司法競売制度（民間競売制

度）の議論を、司法競売制度と比較しながらご紹

介しましょう。

そもそも、日本における不動産競売は、裁判所

において行われています（司法競売、民事執行法

２条、44条、188条）。司法競売の手続は、大まか

に①競売開始決定、②執行官による現況調査、評

価人（不動産鑑定士等）の評価、③売却基準額の

決定、④書記官による物件明細書の作成、⑤売却

実施処分、⑥公告、⑦売却、⑧売却許可決定、⑨

所有権移転登記、⑩配当という流れで行われてい

ます。

これに対して、非司法競売は、その名のとおり、

裁判所の関与なしに（あるいは関与を最小限に抑

財産権の保障と司法競売制度について

えて）簡易迅速な手続によって不動産の換価を行

うというものです。言い換えれば、非司法競売は、

競売手続を迅速化、低コスト化しようという、

もっぱら貸し手サイドの債権回収の迅速性を確保

するために、現在の司法競売制度に加えて（「加

えて」と書きましたが、この手続を導入されると

貸し手側が非司法競売制度によるべきである旨貸

付の条件とすることも考えられるので、「加えて」

ではなく「代わって」になるかも知れません。）、

執行官の現況報告書、不動産鑑定士の評価書、書

記官の物件明細書（いわゆる「３点セット」）を

排除する等して、いわば「一丁上がり」式に手続

を終了させようとするものであるということがで

きると思います。

なお、法務省に設置された競売制度研究会にお

いては、2008年当時、Ａ案からＤ案までの検討案

がありました。３点セットや下限規制を排除した

Ａ案及びＢ案（両案の違いは、換価方法としての

オークションの要否等です。）、３点セット類似の

制度と一部裁判所の関与を認めるＣ案、当事者の

合意によるというＤ案です。これらの案について

はそれぞれ個々の問題の所在は異なっています

が、いずれの案も、３点セットが排除される（あ

るいは簡易化される）こと等、既存の司法競売制

度を略式化するという点で共通しています。

それでは、この制度を改めて評価するときにど

ういった視点から考えるべきでしょうか？

３．財産権と競売制度のあり方

この問題を考えるにあたっては、憲法29条の財

産権の意味と、それとの関係における現在の司法
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競売制度のしくみの是非を考える必要がありま

す。

憲法29条１項は、「財産権は、これを侵しては

ならない。」と規定しています。この「財産権」

の意味とは、所有権を始めとする物権、債権、著

作権等の特別法上の権利も広く含むものであると

解されています。この規定は、「私有財産制の制

度的保障」と言われますが、要するに、国民の財

産権の取得及び保持を制度として保障するという

ものです。そして、財産権を制度的に保障すると

いうことの核心は、国民が生きる糧として自分の

生活に必要な財産は、基本的人権として保障され

るということだと考えられます。

特に国民の生存と直接に結び付いた、いわば生

活に必要な物（たとえば住宅）に関する財産権は、

個人の尊厳の維持に直接必要なものとして強く保

障されるべきでしょう。この点で、企業活動に伴

う財産権のように国民の生存権との係わりにおい

てその規制が比較的強力になされる必要のある財

産権とは区別して考える必要があると思います。

「衣・食・住」という言葉があるように、生活

の根本である「住」、すなわち住宅の所有権は、

今言ったような意味で尊重に値するものです。そ

のような意味で財産権が保障されている以上、国

は国民の住宅を所有する権利を尊重する姿勢が必

要です。

ここでもう一度、非司法競売制度の趣旨を思い

返すと、貸し手側の経済的合理性の確保という視

点から、簡易迅速な手続が重要であるということ

はもっともですが、財産権の一部である住宅の所

有権はそう易々と奪われてはならないこともまた

当然のことであると思います。特にアメリカなど

でのサブプライムローンの教訓にもみられるよう

な金融機関側の安易な貸し出し姿勢に基づいて安

易な貸し出しが簡易迅速に行われ、競売も簡易迅

速に行われるというようなことはあってはならな

いことです。

そのためには、裁判所の関与のもと、執行官、

不動産鑑定士、書記官等といった専門家が関わっ

て３点セットを揃えた上で、厳正かつ適正に手続

が進行するという仕組み自体が重要になってきま

す。こういった手続により、多少の費用や時間が

かかるとしても、財産権の重要性に鑑みれば「必

要経費」と言えます。

また、この手続を経た末に、住宅の所有権が奪

われるのであれば、所有権者であった個人の納得

も得られやすいところだと思います。

私見では、司法競売制度は国民の財産権の保障

といった観点から、根幹において維持されるべき

であると思われます。

むしろ、いわゆる「占有屋」や暴力団関係者を

始めとする反社会的勢力が、法的に、あるいは事

実上絡んできて、不当に物件の価値が下げられる

という問題を更に是正することが緊急に要望され

るべきではないでしょうか。この点においても、

非司法競売制度では、裁判所の関与がなされない

ことから、反社会的勢力の関与を容易にすること

になり得ますし、所有者が競売に非協力的な場合

に、反社会的勢力の「占有屋」としての介入を許

すという結果につながりかねません。

筆者としては、裁判官、執行官、不動産鑑定士

等の競売に関わるスペシャリストである皆様方に

は、こういった点も踏まえて更なるご健闘を期待

するものであります。


